
                                                                                     

                                        

職員の懲戒処分について 

 

令和７年５月２３日  

総 務 部  

 

 

 令和７年５月２３日付けで、関係職員の懲戒処分を行ったので発表します。 

 

１ 事案の概要 

  令和５年７月から９月まで並びに令和６年１０月及び１１月までの間、庁舎内で管理して

いる子育て支援部内の課の親睦会の通帳等を無断で持ち出した上で親睦会費を出金し、私的

に用いた後に再び入金し、通帳等を元の保管場所に返すという行為を、複数回にわたり繰り

返し、その金額は延べ１１１万５千円に及んだ。 

  なお、事案が発覚した時点で、親睦会費は全額返還されていた。 

 

２ 対象職員 

 ⑴ 所属等 

子育て支援部 一般職 事務職員 ４０代 

 

 ⑵ 処分内容 

   停職６月 


